
�
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ 

   
ン
タ
ー
の
会
員
を
募
集

　

子
育
て
に
手
助
け
が
必
要
な

人
と
有
償
で
手
助
け
を
す
る
人

両
方
の
会
員
を
募
集
し
て
い
ま

す
。
詳
し
く
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
�
�
１
８

４
８
）
ま
た
は
市
役
所
子
育
て

家
庭
課
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

�
児
童
扶
養
手
当
を
ご
存
じ

　

で
す
か

　

対
象
は
、
父
親
と
生
計
を
共

に
し
て
い
な
い
児
童
を
養
育
す

る
母
親
な
ど
。
児
童
は
、　

歳
１８

の
誕
生
日
を
迎
え
た
後
の
最
初

の
３
月　

日
を
迎
え
る
ま
で
の

３１

人
と
、　

歳
未
満
で
一
定
の
障

２０

害
を
持
つ
人
。
母
子
家
庭
、
父

親
が
重
度
の
障
害
者
で
あ
る
こ

と
な
ど
が
条
件
で
す
。
受
給
理

由
が
発
生
し
て
か
ら
５
年
以
内

に
認
定
請
求
が
必
要
。
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
。
お
尋
ね
は
子

育
て
家
庭
課
に
ど
う
ぞ
。

�
乳
幼
児
、
母
子
家
庭
、
寡

　

婦
対
象
の
医
療
費
助
成

　

乳
幼
児
＝
０
〜
２
歳
児
�
入

院
と
通
院
を
助
成
、
３
〜
５
歳

児
�
入
院�

母
子
家
庭
＝
①　
２０

歳
未
満
の
子
ど
も
を
養
育
し
て

い
る
、
配
偶
者
の
い
な
い　

歳
７０

未
満
の
女
子
と
そ
の
お
子
さ
ん

（　

歳
未
満
）�
入
院
と
通
院
を

１８助
成
②
父
母
が
い
な
い　

歳
未

１８

満
の
お
子
さ
ん
�
入
院
と
通
院

（
①
②
と
も
、
高
校
在
学
中
で

あ
れ
ば　

歳
未
満
）
▼
寡
婦
＝

２０

　

歳
以
上　

歳
未
満
で
、
民
法

６０

７０

で
定
め
る
扶
養
義
務
者
と
生
計

を
共
に
し
て
い
な
い
女
子
�
入

院
を
助
成
。
乳
幼
児
以
外
は
所

得
制
限
あ
り
。
詳
し
く
は
子
育

て
家
庭
課
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

�
出
前
保
育
「
み
ん
な
よ
っ

　

と
い
で
ー
！
」

　

４
月　

日　

時
、
野
中
町
・

２４

１０

野
中
東
公
園
（
雨
天
時
は
、
か

い
ぜ
保
育
園
）。
保
育
園
や
幼

稚
園
に
通
っ
て
い
な
い
お
子
さ

ん
と
そ
の
保
護
者
を
対
象
に
、

保
育
士
が
手
遊
び
な
ど
を
指
導

し
ま
す
。
申
し
込
み
は
要
り
ま

せ
ん
。
お
尋
ね
は
菫
ケ
丘
幼
児

園
内
・
地
域
子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー
（
�
�
４
１
８
８
）
へ
。

�
福
祉
医
療

　

市
内
に
住
所
が
あ
り
、
次
に

該
当
す
る
人
は
、
保
険
診
療
に

よ
る
医
療
費
に
対
し
て
助
成
が

あ
り
ま
す
。
①
身
体
障
害
者
手

帳
１
、
２
、
３
級
所
持
者
②
療

育
手
帳
Ａ
１
、
Ａ
２
、
Ｂ
１
所

持
者
。
①
の
３
級
と
②
の
Ｂ
１

は
、
老
人
保
健
法
適
用
者
を
除

き
ま
す
。
い
ず
れ
も
所
得
制
限

あ
り
。
詳
し
く
は
市
役
所
障
害

福
祉
課
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

�
各
種
手
当

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
＝
対
象

は
、　

歳
未
満
の
障
害
児
を
養

２０

育
し
て
い
る
父
母
な
ど
で
、
児

童
が
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い

る
場
合
は
該
当
し
ま
せ
ん
。
１

級
（
重
度
）
が
月
額
五
万
一
千

五
百
五
十
円
、
２
級
（
中
度
）

が
月
額
三
万
四
千
三
百
三
十
円

▼
障
害
児
福
祉
手
当
＝
重
度
の

障
害
が
あ
り
、
常
に
介
護
が
必

要
な
３
歳
以
上
の
在
宅
障
害
児

に
、
月
額
一
万
四
千
六
百
十
円

を
支
給
▼
特
別
障
害
者
手
当
＝

最
重
度
の
障
害
が
あ
り
、
常
に

特
別
な
介
護
が
必
要
な　

歳
以

２０

上
の
在
宅
障
害
者
に
、
月
額
二

万
六
千
八
百
六
十
円
を
支
給
。

※
い
ず
れ
も
所
得
制
限
あ
り
。

お
尋
ね
は
障
害
福
祉
課
に
。

�
声
の
「
広
報
さ
せ
ぼ
」

　

目
の
障
害
で
身
体
障
害
者
手

帳
を
持
つ
人
を
対
象
に
、
広
報

さ
せ
ぼ
や
市
議
会
だ
よ
り
、
ご

み
カ
レ
ン
ダ
ー
な
ど
を
テ
ー
プ

に
録
音
し
、
無
料
で
お
届
け
し

ま
す
。
送
付
を
希
望
す
る
人
は
、

障
害
福
祉
課
か
点
字
図
書
館

（
�
�
９
４
０
７
）
へ
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。
点
字
図
書
館

は
毎
週
火
曜
、
土
曜
、
祝
日
が

休
み
で
す
。

�
ふ
れ
あ
い
フ
ァ
ク
ス
の
ご

　

利
用
を

　

三
ケ
町
、
四
ケ
町
の
「
ふ
れ

あ
い
Ｆ
Ａ
Ｘ
」
シ
ー
ル
の
張
っ

て
あ
る
協
力
店（
現
在　

店
舗
）

３３

で
利
用
で
き
ま
す
（
実
費
が
必

要
）。
対
象
は
、
聴
覚
・
言
語
障

害
者
で
、
事
前
に
登
録
が
必
要

で
す
。
フ
ァ
ク
ス
の
利
用
に
ご

協
力
い
た
だ
け
る
協
力
店
も
募

集
中
。
お
尋
ね
は
障
害
福
祉
課

に
ど
う
ぞ
。

�
手
話
奉
仕
員
養
成
講
座

 　

期
間
は
い
ず
れ
も
５
〜　

月
１２

で
、
テ
キ
ス
ト
代
五
千
円
が
必

要
。
▼
入
門
課
程
＝
対
象
は
高

校
生
以
上
で
、
定
員
は
各　

人
。

５０

①
月
曜
の　

時　

分
②
水
曜
の

１８

３０

　

時
、
場
所
は
①
②
と
も
県
北

１０会
館
▼
基
礎
課
程
＝
対
象
は
入

門
課
程
修
了
者
で
、
定
員
は
各

　

人
（
１
）
月
曜
の　

時　

分
、

４０

１８

３０

県
北
会
館
（
2
）
火
曜
の　

時　
１８

３０

分
、
東
部
住
民
セ
ン
タ
ー
（
3
）

水
曜
の　

時
、
県
北
会
館
。
お

１０

申
し
込
み
は
往
復
は
が
き
に
住

所
、
氏
名
、
性
別
、
年
齢
、
電

話
番
号
、
受
講
希
望
講
座
と
会

場
を
書
い
て
、
�
８
５
７
の
０

０
４
３
、
天
満
町
１
の　

、
県

２７

北
会
館
内
・
県
ろ
う
あ
福
祉
協

会
佐
世
保
支
部
へ
お
送
り
く
だ

さ
い
。
４
月　

日
必
着
で
、
応

２０

募
多
数
の
場
合
は
抽
選
し
ま
す
。

お
尋
ね
は
障
害
福
祉
課
ま
た
は
、

ろ
う
あ
福
祉
協
会
佐
世
保
支
部

（
フ
ァ
ク
ス
�
９
３
１
０
）
へ
。

�
ガ
イ
ド
ヘ
ル
パ
ー養

成
研
修

　

障
害
者
の
介
助
な
ど
に
必
要

な
知
識
や
技
術
を
身
に
付
け
る

講
座
で
す
。
①
重
度
視
覚
障
害

者
研
修
課
程
＝
５
月　

〜　

日
、

２５

２６

テ
キ
ス
ト
代
二
千
五
百
円
②
重

度
脳
性
ま
ひ
者
等
全
身
性
障
害

者
研
修
課
程
＝
６
月
１
〜
２
日
、

テ
キ
ス
ト
代
三
千
円
。
①
②
と

も
、
講
義
は
ふ
れ
あ
い
セ
ン

タ
ー
、
実
習
は
市
民
会
館
。
対

象
は
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
養
成
研

修
１
、
２
級
課
程
修
了
（
予
定
）

者
と
介
護
福
祉
士
で
、
定
員
は

各　

人
。
①
②
両
方
の
受
講
も

２０
可
。
詳
し
く
は
花
園
町
・
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
内
ピ
ア
さ
せ
ぼ

（
�
�
３
９
９
５
、
フ
ァ
ク
ス

�
３
９
９
４
）
ま
た
は
障
害
福

祉
課
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

�
介
護
保
険
第
１
号
被
保
険

　

者
の　

年
度
介
護
保
険
料

１４

　
　

歳
以
上
の
第
１
号
被
保
険

６５

※市役所、保健所各課へは代表電話 �１１１１からお回しします

�

����



者
の
保
険
料
は
、
前
年
の
所
得

額
や
世
帯
の
課
税
状
況
な
ど
を

基
に
計
算
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、

所
得
額
が
確
定
す
る
６
月
以
降

に
、
対
象
者
に
市
か
ら
納
入
通

知
書
と
納
付
書
を
郵
送
し
て
保

険
料
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
年

金
か
ら
保
険
料
が
天
引
き
さ
れ

る
特
別
徴
収
の
人
は
、
４
、
６
、

８
月
は
、
原
則
と
し
て
こ
と
し

２
月
と
同
額
の
保
険
料
が
天
引

き
（
仮
徴
収
）
さ
れ
ま
す
の
で
、

通
知
は
し
ま
せ
ん
。
お
尋
ね
は

市
役
所
市
民
税
課
に
ど
う
ぞ
。

�
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診

　

５
月　

日
９
時
、
保
健
所
。

１０

対
象
は　

〜　

歳
の
女
性
。
お

２０

５０

申
し
込
み
は
４
月　

日
ま
で
に

２６

市
保
健
所
内
健
康
づ
く
り
課
に

ど
う
ぞ
。

�
食
生
活
改
善
推
進
員
養
成

　

講
座

　

食
生
活
や
健
康
に
つ
い
て
学

び
、
お
住
ま
い
の
地
域
な
ど
で

食
生
活
改
善
の
た
め
の
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
し
ま
す
。
講
座

は
５
月
〜
来
年
３
月
の
月
２
回

（
金
曜
）、
保
健
所
。
第
１
回

は
５
月　

日
に
開
催
。
お
申
し

１７

込
み
は
健
康
づ
く
り
課
に
。

■
男
性
の
シ
ル
バ
ー
料
理
教
室

　

５
月
７
、　

、　

日
、
大
野

１４

２１

地
区
公
民
館
▽
５
月　

、　

、

１０

１７

　

日
、
日
宇
地
区
公
民
館
▽
５

２４月　

、　

、　

日
、
東
部
住
民

１５

２２

２９

セ
ン
タ
ー
。
時
間
は
い
ず
れ
も

　

時
か
ら
。
３
回
シ
リ
ー
ズ
で
、

１０１
回
だ
け
の
参
加
も
で
き
ま
す
。

材
料
代
は
１
回
二
百
円
で
、
定

員
は
各
回　

人
。
お
申
し
込
み

３０

は
健
康
づ
く
り
課
に
ど
う
ぞ
。

�
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
ク
ッ
キ
ン
グ

　

５
月　

日　

時
、
高
砂
町
・

２４

１０

中
央
公
民
館
。
材
料
代
は
三
百

円
で
、
定
員
は　

人
。
お
申
し

３０

込
み
は
健
康
づ
く
り
課
に
。

�
モ
デ
ル
地
区成

人
歯
科
健
診

　

４
月
か
ら
の
対
象
は
柚
木
、

大
野
、
中
里
、
相
浦
、
日
野
、

浅
子
、
黒
島
中
学
校
区
在
住
の

　

歳
以
上
。
定
員
は
全
体
で
百

２０人
で
、
自
己
負
担
金
は
五
百
円
。

市
内
の
協
力
歯
科
医
院
で
健
診

が
受
け
ら
れ
ま
す
。
お
尋
ね
は

健
康
づ
く
り
課
に
ど
う
ぞ
。

�
市
立
総
合
病
院
の健

康
教
室

　

４
月　

日　

時
、「
心
の
健

１７

１４

康
シ
リ
ー
ズ
①
子
ど
も
の
こ
こ

ろ
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
。
自
由

に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
お
尋
ね

は
同
病
院
（
�
�
１
５
１
５
）

に
ど
う
ぞ
。

�
弁
当
を
作
る
と
き
に
は

　

次
の
こ
と
を
守
り
、
直
射
日

光
を
避
け
、
涼
し
い
場
所
に
置

き
ま
し
ょ
う
。
①
手
を
よ
く
洗

う
②
ま
な
板
な
ど
は
熱
湯
で
消

毒
す
る
③
食
材
は
十
分
に
火
を

通
す
。

�
循
環
式
浴
槽
の
管
理
に
ご

　

注
意

　

維
持
管
理
を
怠
る
と
、
抵
抗

力
の
弱
い
老
人
や
乳
幼
児
が
肺

炎
な
ど
の
症
状
を
起
こ
す
レ
ジ

オ
ネ
ラ
症
に
な
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。
次
の
こ
と
に
ご
注
意
を
。

①
浴
槽
内
部
を
定
期
的
に
清
掃

し
、
ろ
過
器
の
毛
髪
、
あ
か
な

ど
は
取
り
除
く
②
浴
槽
の
水
は

週
１
回
以
上
入
れ
換
え
る
③
浴

槽
水
を
シ
ャ
ワ
ー
な
ど
に
利
用

し
な
い
④
気
泡
ジ
ェ
ッ
ト
な
ど

の
器
具
は
使
わ
な
い
。
お
尋
ね

は
生
活
衛
生
課
に
。

�
ゴ
キ
ブ
リ
の
駆
除
を

　

台
所
の
残
飯
は
始
末
し
、
流

し
台
の
下
な
ど
に
は
殺
虫
剤
を

ま
い
て
駆
除
し
ま
し
ょ
う
。

※
敬
老
・
福
祉
パ
ス
の
切
替
と

　

狂
犬
病
予
防
注
射
は
、
５

　

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

�

●春のポリオ生ワクチンをお忘れなく●

ところと　きところと　きところと　き

九十九地区公民館４／２５日 野 本 町 公 民 館
４／１８

宮  地  区  公  民  館４／１０

中里皆瀬地区公民館
４／２６

柚 木 地 区 公 民 館相浦文化センター４／１１

十郎新町中央集会所広田地区公民館４／１９西 地 区 公 民 館
４／１２

東部住民センター５／８針尾地区公民館４／２２黒髪２の２公会堂

相浦文化センター５／１０保　 健　 所４／２３山  �  公  民  館４／１５

黒   島  診   療   所５／ 13花 高 体 育 室４／２４保  　   健　     所４／１６

対　　　象　　３カ月～７歳６カ月のお子さん
接 種 時 間　　保 健 所＝１１時～１１時３０分
　　　　　　　黒　　島＝１４時～１４時３０分
　　　　　　　そのほか＝１３時～１３時３０分
持参する物　　母子健康手帳
お 尋 ね　　健康づくり課

※６週間以上の間をあけて２回接種します。ポリオ
接種後、ほかの予防接種までは４週間以上の間を
あけてください。５月１４日以降の日程は、５月号に
掲載します。
※海外渡航などの理由で接種を希望する人（予約
制・有料）は、健康づくり課にお尋ねください。
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